
令和 4 年 11 月 11 日 

 

お客さま各位 

 

 

「東神楽町役場」設置の ATM 廃止について 
 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、東神楽町役場の新築工事に伴い、役場内に設置しております ATM の営業を、  

令和 4 年 12 月 30 日（金）をもちまして終了させていただくこととなりました。長年のご愛顧

に対しまして、厚く御礼申し上げます。 

お客さまには大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜り、キャッシュカードを  

ご利用の際には、最寄りの当組合東神楽支店の ATM をご利用くださいますようお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

記 

 

【対象となる店外 ATM】  令和 4 年 12 月 30 日（金）をもって営業終了 

東神楽町役場 上川郡東神楽町南 1 条西 1 丁目 3 番 2 号 

 

【最寄りの当組合 ATM】 

北央信用組合 東神楽支店 上川郡東神楽町北 1 条西 1 丁目 1 番 7 号 

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


